
避難確保計画の作成、避難訓練の実施について

県内の避難確保計画作成状況

洪水浸水想定区域

土砂災害警戒区域

作成状況（施設管理者）作成状況（施設管理者）
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（65／６５施設）

＜R4年３月末時点＞

R3年3月末時点

３１３２施設
R4年３月末時点

５０２４施設

（１８９２施設増 １．６倍）

全施設達成

〇市町村地域防災計画への位置付けと、避難確保計画作成、訓練実施・報告の義務

洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設について、市町村の地域

防災計画へ位置付けるとともに、要配慮者利用施設では、避難確保計画の作成・報告、訓練の実

施・報告が義務化

〇計画作成促進のための県の取組

令和３年９月末時点で地域防災計画に要配慮者利用施設を定めている市町村について、当該市

町村別に避難確保計画作成のひな型様式（避難確保計画促進ツール）を作成し、配布



埼玉県内市町村別避難確保計画作成状況等

市区町村

対象施設数 避難確保計画作
成済施設数

避難確保計画作
成率

避難訓練実施数 避難訓練実施率 対象施設数
(R3.9.30時点）

避難確保計画作
成済施設数
(R4.3.31時点）

避難確保計画作
成率
(R4.3.31時点）

避難訓練実施率
（R4.3.31時点）

避難訓練実施率
（R4.3.31時点）

埼玉県全体 6,074 5,024 2,381 5,375 4,707 2,169

さいたま市 678 520 76.6 155 22.8 678 520 76.6 155 22.8

川越市 216 216 100 93 43 216 216 100 93 43

熊谷市 243 243 100 52 21.3 242 242 100 80 33

川口市 741 712 96 276 37.2 741 712 96 276 37.2

行田市 166 95 57.2 95 57.2 115 71 61.7 71 61.7

所沢市 19 0 0 0 0 0 0 - 0 -

加須市 298 291 97.6 222 74.4 298 291 97.6 222 74.4

本庄市 108 60 55.5 34 31.4 108 60 55.5 34 31.4

東松山市 41 18 43.9 18 43.9 17 16 94.1 16 94.1

春日部市 382 304 79.5 159 41.6 289 240 83 125 43.2

狭山市 13 8 61.5 5 38.4 13 8 61.5 5 38.4

羽生市 107 91 85 66 61.6 107 91 85 66 61.6

鴻巣市 181 75 41.4 2 1.1 83 54 65 2 2.4

深谷市 145 140 96.5 111 76.5 0 0 - 0 -

上尾市 83 27 32.5 4 4.8 29 27 93.1 4 13.7

草加市 363 202 55.6 65 17.9 363 198 54.5 62 17

越谷市 673 625 92.8 169 25.1 625 625 100 169 27

蕨市 79 32 40.5 11 13.9 79 32 40.5 11 13.9

戸田市 137 131 95.6 131 95.6 137 131 95.6 131 95.6

朝霞市 50 50 100 31 62 50 50 100 31 62

志木市 71 70 98.5 57 80.2 82 82 100 68 82.9

和光市 16 16 100 16 100 16 16 100 16 100

新座市 17 17 100 16 94.1 17 17 100 16 94.1

桶川市 2 2 100 2 100 2 2 100 2 100

久喜市 243 240 98.7 158 65 243 240 98.7 158 65

八潮市 113 102 90.2 83 73.4 99 93 93.9 74 74.7

富士見市 57 48 84.2 35 61.4 48 48 100 35 72.9

R4.3.31　時点 R3.9.30時点要配慮者利用施設数を固定した場合の、R4.3.31時点



埼玉県内市町村別避難確保計画作成状況等

市区町村

対象施設数 避難確保計画作
成済施設数

避難確保計画作
成率

避難訓練実施数 避難訓練実施率 対象施設数
(R3.9.30時点）

避難確保計画作
成済施設数
(R4.3.31時点）

避難確保計画作
成率
(R4.3.31時点）

避難訓練実施率
（R4.3.31時点）

避難訓練実施率
（R4.3.31時点）

埼玉県全体 6,074 5,024 2,381 5,375 4,707 2,169

R4.3.31　時点 R3.9.30時点要配慮者利用施設数を固定した場合の、R4.3.31時点

三郷市 247 215 87 136 55 216 213 98.6 138 63.8

蓮田市 47 47 100 47 100 0 0 - 0 -

坂戸市 86 51 59.3 16 18.6 56 48 85.7 2 3.5

幸手市 66 43 65.1 32 48.4 46 38 82.6 28 60.8

吉川市 106 89 83.9 1 0.9 85 84 98.8 1 1.1

ふじみ野市 18 16 88.8 7 38.8 18 16 88.8 7 38.8

白岡市 89 84 94.3 42 47.1 89 84 94.3 42 47.1

伊奈町 8 2 25 0 0 8 2 25 0 0

毛呂山町 1 1 100 0 0 1 1 100 0 0

川島町 34 29 85.2 3 8.8 34 29 85.2 3 8.8

吉見町 24 24 100 24 100 22 22 100 22 100

神川町 4 1 25 4 100 1 1 100 1 100

上里町 55 40 72.7 2 3.6 55 40 72.7 2 3.6

松伏町 47 47 100 1 2.1 47 47 100 1 2.1



防災・安全交付金の重点配分対象の見直し
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避難確保計画未作成の要配慮者利用施設が存在、かつ、避難行動要支援者名簿に記載等

された状況を提供していない市町村

①上記義務を満たしていいない市町村が単独で作成する整備計画

②上記義務を満たしていない市町村が単独で都道府県と策定している整備計画

①上記義務を満たしていない市町村が策定主体に含まれる整備計画

令和５年度対象外

令和６年度以降対象外

防災・安全交付金の重点配分対象外

「避難確保計
画」を作成し
ていない

※施設を抱え
る市町村

「避難行動要
支援者名簿」
を提供してい
ない市町村

※９月末時点で地域防災計画
に定められた施設を対象


